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平成30年3月1日告

「働き万改革J監督署の重点指導
く残業・{木白出勤への適法な対応と時間規制>

中小企業は、余剰人員を抱えられず、繁忙期、臨3新コ受

注や納期の変更などには、残業や休日出動で対Jii1iせざる

を得ないの力湧状です。しかし、この「残業や休日出動」

は、労働契約上の所定労働時間の例外事項となるため、

法律上次のような手続き力切要です。

①文書明示
就業規則または労働条件通知書や雇用契約

書などに残業・休日出動等の記動力『あること

2時間外・休日労働忍定届

盛皇居を労働基準監醤署へ届出していること

3残業等の日開室を超えないこと

その協定で定めた時間外・休日出勤の関室

を超えて労働しないこと

なお、時間外について国の目安は、月 45時間、年360
時間。 (1年蛮形制では、月 42時間、年 320時間。〉

ただレ、目安時間を超えそうな揚合にはあらかじめ、そ

の事由と月及び年の時間外上限を協定〈特別条項〉で定

めれば、年 6回月数までは、国の自安時閣を詔えて労

働することち現状では可能です。〈このため、残業時間

は実質毒天井と言われています。これに対レて、関守は

fi'動き方改革」で長時間労i動の規制を行うために、罰則

自きで官関室時間を設定する方針を出レまU三。

各部増賓金の支払い

上記の適法な手続き、または手続きをとっていない違

法な残業等に対しでも、時間外及び休日出動等に対す

る割増賓金を支払う必要があります。

・割増賓金二割増基礎賓金(時間割西)X割増率×残業

等時間叡

国増基礎賓金(時閉鎖西)1=時間給の揚合は時間給。日給、

月給及び歩合給についてはよ次の計算式により時間単価

を計算します。

j〈己給〉の時間単価計算二基本白書除手当日額〈通勤、

家族、住宅、別皆、子女教青、臨時手当を除く〉今1日

の労働時間毅

[〈月給〉の時間単価計興工基本月額十手当月額〈通勤、

家族、住吉、別居、子女教育、臨時手当を除く)-7-年間

月平均労働時間数

j〈棒合給〉の時間単価計算二歩合給÷当該月の総労働

時間数〈残難寺間さきむ〉

宮庁申請代行・人事労務 ~頑張る企業支援~

a社保・労保・産廃・建設許可、入札指名殿、経堂審査

各種助成金坤請など官庁申請手続

・就業規則等諸規程の整備、人事・労務諸制度、給与計算

・労働紛争解決手続代理・行政不服申立、告訴、告発

・労務トラブル来然防止点検・監督署是正勧告対応

圃画
。時間外:>く1.25、(歩合給:X025) 
。法定休日出勤 (1遇1日または4週4日の休日がと

れないとさ〉
; X1.35、(歩合給;XO.35) 
。法定外1木日出動 (1週1己または4週4日の体日は

あるが、週の法定時間を超えるときに〉く125、(歩合
給 :X025i
0深夜 (PM10:0~AM5: 00): XO.25 

!:Q定富野実業代

会社によっては、残業代を定額で採用契約レていること

があります。そのような揚合には、定額残業代、時間外

叡及u実際の残業等力担額残業代を超える揚合は、その

差額を支払う旨京根観見則、労働契約、給与辞令等に明記

する必要があります。

(:6変形労働時間制の採用

法定労働時間は、連40時間です。〈業種、規模{こより

週44時間制あり)1日8Hの揚合、完全週休2日制で

あれば週40時間となります力九隔週休2日制であれば

週48持間の週があり、 40時間を超えた8時間につい

ては時間外労働になってレまいます。このため1ヶ月あ

るいは、 1年を平均レて週40時間制にする方法力凌形
労{郵す晶日です。

!1ヶ月単位労働時間制

1日8Hの揚合 ;9日の休日(28日の月は、 8日〉

1日7.5Hの揚合 :88の休日 (28日の月は、ア日〉

1 El7Hの揚合 :6巴の休巴

〈※就業規出等での定めが必要です。〉

11年変形労働時間制 i
月別繁閑の多い場合には有効です。年末年貯や盆体巴を

含めて1日8Hの揚合;年 105自の休日、 1日ア.5H
の揚合 ;87日の休日力濁れば年間平均して遇40時間

制になります。〈※上記定めのf也、 1年蛮形協定居が必

要です。〉

くお問い合わせ>当事務斤まで

INEWS ~蚕温室~・「無期転換ルーjレ緊急相談ダイヤルjの開設
厚労省lま、無期転換申込権が本格的に発生する平成

30年 4月1日まで残りわずかとなったことから、
「無期転換ルーjレ」に関する椙談に対応lする「無期

転換ルール緊急相談タイヤjりを開設iJl三。無期転

換ルーjレの他に労働条件の椙談にち対応。
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